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１．問題提起

１－１． 先行研究－知識習得段階から具体的対応模
索段階へ－

　斎藤・社浦・井手（2008）によると、2007年の特
別支援教育施行当初、①通常学級に在籍する発達障
がいを持つ児童・生徒の障がい理解と②「学校内で
起きる現象の何を問題と認識するか」という問題認
識観における家庭と学校との相違が課題として指摘
された。斎藤他（2010）は家庭と学校の問題認識の
相違を「問題」－「要求」－「対応」の３次元に整理
し、認識の相違を埋めるための「共通理解モデル」
を提唱した。 
　換言すると施行当時は「アスペルガー障害とは何
か」「ADHDとは何か」といった障がい特性の理解
が求められた。「養護学校」（当時）に勤務していた

教員に誤答が見られたことからもわかるように（斎
藤他、2008）、「（軽度）発達障害」（当時）について
の正確な理解が普及しているとは言い難く、教員間
での障がい特性の理解の共有化が急務とされた。特
別支援教育の施行前後からスクールカウンセラーや
市町村の巡回相談員は発達障がいの知識について校
内研修を行うなどの機会が増加していった（斎藤、
2012）。
　その結果、「問題行動を障がい特性の理解によっ
て了解し、知能検査他のアセスメントに基づいて、
環境調整などの対策を学年で話しあいながら立てて
いく」というアプローチが研修会などで取られるよ
うになった。換言すれば「どうしてそんなことをす
るのかわからなかった児童・生徒の行動は、発達上
のバラつきの大きさが原因だったのならば、その特
性に合わせた対策を模索する」という方向性の支援
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の普及である。そこには障がいの特性理解によって
児童・生徒の問題行動の原因に適切な理解が得られ
るかもしれないという学校側のニーズがあった。
　他方、施行当初は発達障がいの特性理解の普及を
中心とした学校のニーズは、現在、相当に変化し、
その内容は障がいの特性ではなく、具体的な対応方
法へと移行したように考えられる（斎藤他、2012）。
特別支援教育の学校現場でのニーズの中心は「障が
い特性の理解と共有化」から「具体的支援方法」へ
移行したのではないか。
　このことを検証するために斎藤他（2012）は関東
の通常学級における小・中学校の特別支援コーディ
ネーター（56名；小学校教員31名・中学校教員25
名）を対象に特別支援教育の施行から現在までの推
移、特別支援教育において最も求める事象と現在学
校で困っている事象についての調査を行った。その
結果、現在、障がい特性の知識は（理解の濃淡はあ
るにせよ）知識としてほとんどの教員が共有してい
た。したがって知識としての障がい特性の普及段階
は終了しつつあり、学校がスクールカウンセラーや
巡回相談員などの臨床心理の専門家に求める知識や
技法は、障がい特性に合わせた具体的な対応方法模
索段階に移行したことが示唆された。
　また「最も必要とされる知識・支援方法」では
「授業内での問題行動の対処」、「対人関係の対応」、
「パニック時の対応」、「学習支援方法」、「障がいの
状態像」の５つのカテゴリーが抽出された。このう
ち、「障がいの状態像」については発達障がいの内
容を全く知らないという次元の回答はなく、回答に
占める割合も最も低い結果であった。
　さらに斎藤他（2012）は、家庭と学校の共通理解
モデル（斎藤他、2010）に不可欠の地域の社会資源
として教育相談センターの存在を重視し、学校が市
町村立の教育相談センターから受けたい支援を同時
に検証した。家庭と学校、そして知識の社会資源が
協働して子どもを支援することが必須であり、例え
ば特別支援教育の社会資源の制度設計では特別支援
学校のセンター機能が強調されている。しかし、特
別支援学校の設置数には地域差があり、学校にとっ
て支援のための最も現実的な社会資源は市町村の教
育相談センターにあるケースも多い。特別支援学級
に通級するためには市町村の教育相談センターを経
由しなければならない地域も多く、教育相談セン
ターを無視した協働的支援は考えづらい。学校が教
育相談センターに求める支援ニーズを把握すること

は巡回相談や研修システムなどの効果的な運営に役
立つだろう。
　斎藤他（2012）の結果では、学校が教育相談セン
ターに求めるニーズとして①知能検査の活用方法、
②介助員の派遣、③巡回相談の強化の３点がカテゴ
ライズされた。平均的な教育相談センターの業務内
容と知能検査の実施数を考慮すれば、知能検査はそ
うとうに普及しているし、わかりやすく伝える努力
もなされている。それにもかかわらず、「知能検査
の活用方法」がニーズにあげられていることは、心
理職にとって意外かもしれない。この点についての
詳細な検証が求められる。

１－２． 先行研究の問題点－カテゴライズの妥当性－
　斎藤他（2012）の問題点として人数を補う追試の
必要性と同時に、問題行動のカテゴライズにおける
構成概念の曖昧さが指摘できる。
　例えば「授業内の問題行動」において「隣の席の
子どもとのトラブル」などの内容は「対人関係の対
応」と明確に区別することが難しい。現実には対人
関係のトラブルも授業の進行上のトラブルもあわせ
もつという複合的なケースも多いだろう。また「パ
ニック時の対応」も、どの範囲までをパニックと定
義すればいいのかは不明確であった。他方、比較的
明確にカテゴライズできる要因は学習障害の内、特
に読字障害、書字障害に対する「学習支援」であっ
た。
　「授業内の問題行動」と「対人関係の対応」、およ
び「パニック行動」はその内容を検証してみると、
「興奮（パニック）により生じる危険性の度合い」と
して一次元上に表現できる。
　障がい特性に由来する様々な問題行動はあって
も、学校が最も回避しなければならない状況は、生
命に関わるパニックとしての自傷他害行動ないしは
（「衝動的に道路に飛び出してしまう」などの）危険
事態である。「生命にかかわる自傷他害行動ないし
は障がいの特性に由来して、明らかに生命の危機が
生じる可能性がある興奮（パニック）状態」をここ
では「パニック行動」とカテゴライズする。
　次いで、「衝動的な殴り合い」のように、「生命の
危険性はないにしても、他者に怪我をさせる（同時
に自分も怪我をする可能性がある行為）を「対人関
係問題」と定義する。
　そして「一方的に話して、話し合い学習ができな
い」「授業中、立ち歩く」「トイレから出てこなくな
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る」「授業開始時間に着席していない」などのよう
に「生命の危機や怪我などの明確な傷害の可能性は
ないが、障がいの特性に由来して、円滑な人間関係
の形成や通常授業の進行の妨げになる行為」を「授
業内の問題行動」と定義したい。

２．目的

　斎藤他（2010）による「共通理解モデル」に基づ
けば、特別支援教育における連携の要諦は家庭と学
校、地域資源のそれぞれのニーズを把握して、社会
資源と連携しながら児童・生徒を中心とした支援モ
デルを柔軟につくりあげることである。
　しかし斎藤他（2012）の結果によると、特別支援
教育に関する学校の知識面のニーズが変化した可能
性が示唆される。ニーズの把握に失敗すれば、ス
クールカウンセラーや巡回相談員が行う学校と家
庭、地域資源の協働にも齟齬をきたす可能性が生じ
る。そこで本研究では、カテゴライズを行う際の構
成概念の定義を明確にした追試を行い、学校のニー
ズ変化を把握するための質問紙調査を行う。
　また本研究では斎藤他（2012）は社会資源として
教育相談センターの重要性に注目し、学校が教育相
談センターに求めるニーズ要因を検討した。その結
果、抽出された「知能検査の報告」という解釈の余
地のある要因の背景を精査する。

３．方法

① 調査協力者：関東の通常学級における小・中学校
の特別支援コーディネーター（181名；小学校教
員97名・中学校教員84名）
②質問紙調査項目
（１）特別支援教育の実施にともない、今、学校内
で最も求められている知識や対応方法はどのよう
なものですか。（自由記述）。

（２）発達障がいの知識に関して、校内の普及の度
合いと課題を教えてください。（自由記述）。

（３）学校生活のなかで児童・生徒の行動面で最も
「困った」と認識されている現象について教えて
ください。（自由記述：なお家庭との連携および
他機関との連携は除きます）。

（４）市区の教育相談センターから得たい支援には
どのようなものがありますか。（自由記述）。
　質問紙は市区教育センター実施の研修会で配布さ

れ、その場で回収された。
③ 分析方法：回答のうち、自由記述に関しては小・
中学校教員（４名）およびスクールカウンセラー
（４名）によるKJ法が実施され、カテゴライズが
行なわれた。

４．結果

４－１．「最も求められる知識・支援方法」は何か
　最も多かった回答は「授業開始時間に着席してい
ない」「話し合い学習ができない」「授業中に立ち歩
く」などの「授業内での問題行動への対応」（42％）
であった。「授業中に立ち歩く」は小学生に多く、
「授業時間にいない場合がある」などは中学生に多
かったが、これは発達の成熟度が反映した結果だろ
う。周知の通り、頻繁な立ち歩き行動は介助員が必
要になり、授業中に児童・生徒の行方がわからなく
なった場合は、校内全体で対応が求められる。この
ことに苦慮している学校の実態がうかがえる。
　第二は衝動的なケンカを中心とした「対人関係問
題への対応」（22％）であった。ただし、その内容
を検討すると、単純に衝動的なケンカに困っている
というよりも、その最中の介入やその後の指導に困
難を感じている内容が多くみられた。身体接触のあ
るケンカのケースでは教員として指導を入れ、人間
関係に介入する必要が生じる。その際（特に興奮し
ている場合）、障がい特性も影響して当該の児童・
生徒が上手に自身の心理状態を伝えられないケース
がある。すなわちトラブル後の対人関係の調整に困
難を感じていると考えられる。なお、「対人関係問
題への対応」に関連して、予防法として「怒りのコ
ントロールスキル」や「感情コントロールスキル」
などのソーシャルスキルトレーニング（Social Skills 
Training：以下SSTと略）を学びたいとの回答が複
数見られた。
　第三は「校外学習時に、交通量の激しい道路に飛
び出してしまう」、「パニックで壁に頭をぶつけてし
まう」などの「パニック行動への対応」（14％）で
あった。
　第四は「学習支援の方法」（10％）であり、斎藤
他（2012）の結果と同様に、知的な遅れは目立たな
いものの、読字障害、書字障害がある児童・生徒に
ついてどのような環境調整や学習支援があるのかが
中心であった。学習障害は教員が発見しやすい障が
いであり、特に近年ではビジョントレーニング（北
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出、2012）を始め、新しいトレーニング方法も注目
されている。「劇的に変化しなくても、教員として
は、学校内の学習環境の調整でフォローできること
があれば少しでも実施したいので、その方法を知り
たい」という論旨の回答が多く見られた。
　「症状の理解」に関するニーズは全体の８％で
あった。また「その他」としては「体調が悪い時、
時々酩酊状態のようになり、複数の教員が見ていな
いと席から倒れて床に頭をぶつける可能性もあり、
一人では帰宅させることができないが、保護者がす
ぐに来てくれるとも限らず、対応に苦慮する」等の
回答が見られた。（Fig１参照）。

Fig１．学校生活で教員が最も困っていること

４－２．状態像の知識の普及の度合いと課題
　97％の回答で知識自体の普及は進んでいることが
報告された。KJ法により「課題」をカテゴライズす
ると、①症状にあわせた環境整備の方法②通級教室
との効果的な連携方法③発達障がいへの偏見防止④
スクールカウンセラーや教育相談センターなど社会
資源との連携が課題として整理された。　

４－３．学校生活のなかで最も困った場面について
　「学校生活のなかで最も困った場面」の詳細な内
容についてKJ法によりカテゴライズすると、①立
ち歩き・飛び出し行動への対処法②こだわり行動の
指導と予防③パニック行動および自傷行動への対応
④症状のあわせた学習支援法の４点に整理された。
　質問１とも重複するが、学級経営上の人間関係の
トラブルを除き、これらの内容を詳細に検討する
と、「立ち歩き」、「飛び出し」、「授業開始時間に着
席していない」「トイレにこもって出てこない」な
ど行動を指摘した回答が極めて多く、全体の約40％
弱を占めた。それらの行動の多くは「逃走行動」
（elopement behavior）にカテゴライズ出来ること

が確認された。

４－４． 学校が教育相談センターから得たい支援は
何か

　KJ法により「教育センターから得たい支援」をカ
テゴライズすると、①知能検査の活用法②介助員の
派遣③巡回相談の強化の３点に整理された。知能検
査に関する意見は全体の47％を占め、小・中学校に
おいて教育相談センターが果たす大きな役割の一つ
が知能検査にあることが示された。

５．考察

　本研究の母集団は特別支援コーディネーターであ
り、その研修参加者に行なわれた質問紙調査である
ことから、その範囲でのバイアスがあることは否め
ない。本論文の考察もその限定がつくことをあらか
じめ指摘したい。

５－１． 最も求められる知識・支援方法とパニック
行動

　本研究の結果から最も求められる知識・支援方法
は「授業内の問題行動への対応」、「対人関係問題へ
の対応」、「パニック行動への対応」、「学習支援面で
の支援」、「症状の理解」の５つであった。このう
ち、「授業内の問題行動」から「パニック行動」ま
では興奮の強弱と危険度の高さを軸とした程度の差
と理解することができることから、学校で最も求め
られる知識・支援方法には、大きく「問題行動」と
「学習面での支援」、「症状の理解」の３つの柱があ
ると考えられるだろう。なお本研究の結果からは
「症状の理解」は全体の８％と大きな比重を占めて
はいないが、本研究の母集団のバイアスを考慮すれ
ば、「症状の理解」についての知識が学校現場から
不必要になったわけではないだろう。次節で述べる
ように、現在は移行期と結論できる。
　問題に応じた具体的な支援方法を考える時、「授
業内の問題行動」のほとんどの現象にSSTによる支
援が可能である（e.g.，守谷、2012a）。また学習障害
に関する「学習面での支援」では近年、ビジョン
トレーニング（e.g.，北出、2012）が注目されてお
り、ITによる支援（e.g.，小野、2012）や環境調整法
（e.g.，守谷、2012b）も含めて学習支援領域は大きな
進歩が見られる。
　このようにまとめると、問題視されているにも関



特別支援教育における通常学級内のパニック行動対処に関する研究　その２

（ 15 ）

わらず、唯一、具体的な支援方法がない領域は「パ
ニック行動への対応」である。本研究の結果から、
現場の教員は自傷行為や危険な飛び出し行動など危
険性の高いパニック行動に対して具体的な支援方法
を求めていた。しかし、危険性の高いパニック行動
に対応するスキルはなく、結果としてやむを得ずパ
ニック行動中に痛みを与えて身体を引きはがした
り、強制的に身体を押さえつけることで危険を回避
してきたこともあったことと思われる。しかし、そ
のことによりパニックが強くなるだけでなく、児
童・生徒との関係悪化が生じる可能性がある（斎藤
他、2012）。 心理のみならず、子どもの人権上の見
地からも、痛みや強制力を伴う抑制は回避するべき
である。
　また斎藤他（2012）は実行機能の障害を仮定し
「椅子に座ったまま動かなくなり、立つことに非協
力的な女性」に痛みを与えず立たせることができる
かを検証したところ、ほぼ全員の実験協力者が女性
を立たせることができなかった事実を報告してい
る。したがって例えばパニック対応のための介助
員が配置されたとしても、危険性の高いパニック
に対応できない可能性が示唆される。以上を踏ま
えると、斎藤他（2012）が指摘するように、教員
が希求したとしても、現段階では支援介助法（廣
木、2012）を除き、発達障がいを持つ児童・生徒の
パニックの最中の対応法は存在しない。支援介助法
（廣木、2012）の検証が求められる。

５－２．知識習得段階から具体的対応の模索段階へ
　97％の割合で知識の普及は進んでいることが報告
されたことから、現在、知識習得段階はほぼ終了
し、学校現場のニーズは対応模索段階に入ったと言
えるだろう。斎藤他（2012）の仮説は指示されたと
結論できる。
　特別支援教育が施行された当時のスクールカウン
セラーや巡回相談員は発達障がいの特性について研
修会を通じて教員にレクチャーし、児童・生徒の問
題行動に理解を求めたはずである。しかし、今後求
められる対応は「理解から具体的な支援へ」という
パラダイムに基づき、具体的な支援対応をどう作り
あげ、学校内で具現化できるかがより重要になって
くる。
　このことは、スクールカウンセラーや巡回相談員
が単純に学校のニーズに応え、問題行動を修正でき
るようなスキルを提示すればよいと主張しているの

ではない。スクールカウンセラーや巡回相談員が学
校と共有したい知識は学校のニーズだけに応えるこ
とではなく、児童・生徒が問題行動を起こさざるを
得ない心理状態を理解し、そのうえで生徒・児童を
中心においた支援システムを柔軟に形成することで
ある（斎藤、2012）。
　ただし、その支援システムを形成するためにはそ
れぞれの立場のニーズを把握する必要がある。しば
しば児童・生徒の立場に理解を求めるあまり、心理
職が学校のニーズを無視して生徒・児童の状況を説
明するケースがしばしば報告されている（e.g.，守
谷、2011）が、学校のニーズを踏まえず児童・生徒
の状況理解を求めることは、協働性を高める観点か
らは避けるべきである。本論文で主張する学校の
ニーズ把握も、その目的は協働性の高い支援システ
ムを形成するためであることをあらためて強調した
い。
　なお、状態像の知識の普及の課題として社会資源
との連携が指摘されていた。今回の調査で連携が模
索される社会資源として回答中、散見されたものに
発達障害者支援センターがある。発達障害者支援セ
ンターとは、発達障害者への支援を総合的に行う目
的で都道府県・指定都市自ら、ないしは都道府県知
事等が指定した社会福祉法人、特定非営利活動法人
等が運営する総合支援センターであり、平成17年４
月に施行された発達障害者支援法に基づき位置付け
られた施設である。しかし発達障害者支援センター
の運営内容は地域差も大きく、設立年数も浅いこと
から教育相談センターと比較して学校との連携経験
が乏しいことに留意したい。発達障害者支援セン
ターと学校との連携については事例研究を積み上げ
る必要があるだろう。

５－３．最も困った場面としての「逃走行動」
　本研究で最も注目される結果の一つは、学校が
最も困っている場面の多くが逃走行動（elopement 
behavior）に由来することが示された点である。
Andersonら（2012）は自閉症スペクトラム障害
（ASD）を持つ子どものいる家庭1,218世帯を対象に
逃走行動に関する調査を実施し、子どもの約半数が
１回以上の逃走を試みていることを明らかにした。
また、そのうち53％は心配になるほど長時間にわた
り行方が分からなくなっていた。さらに逃走時に交
通事故にあう危険があった子どもは65％、溺れる危
険があった子どもは24％で、35％が警察から連絡を
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受けていたケースも報告され「自閉症スペクトラム
を持つ子どもは迷子になることでしばしば危険な状
況に陥っていること」を指摘した。
　保護者の56％も「子どもの逃走行動は、保護者と
して対処すべき問題のうち最もストレスの高いもの
の１つ」と回答しており、それにもかかわらず、保
護者の50％が「逃走行動の防止や対策についてなん
の支援も受けていない」と答えている。換言すれば
発達障がいを持つ子どもとその家族の課題の一つは
逃走行動である。
　本研究においても「見える範囲での立ち歩き」よ
りも、「授業時間が来ても、（どこかに行っており）
着席していない」、「修学旅行中、車の行き来が激し
い道路に急に飛び出した」などの衝動的逃走行動な
ど予測できない逃走行動についての回答が多数見ら
れた。
　Andersonら（2012）によれば、子どもの逃走行
動の動機は「走ったり、何かを追い求めるのが好
きなため」が53％と最も多く、「楽しい場所へ行こ
うとした」（36％）、「不安な状況から逃れようとし
た」（34％）、「不快な感覚刺激から逃れようとした」
（30％）だが、日本で同様の研究は見られない。学
校の効果的な環境調整を行うためにも、校内の逃走
行動に特化した研究を行う必要があるだろう。

５－４． 教育相談センターと学校の関係性－知能検
査の伝え方に関する課題－

　教育相談センターは学校現場の取り組みに反映で
きる知能検査の伝え方を研鑽することによって、特
別支援教育により大きな貢献を果たすことができ
る。そして多くの教育相談センターの心理職は知能
検査の伝え方に相当な注意を払っているだろう。し
かし今回の結果は知能検査の伝え方が必ずしも学校
現場に理解されていないことも示している。回答を
分析すると、教員間における知能検査の下位項目の
共通理解に課題が示唆される。 
　かつて教員が熟知するべき知能検査の結果は主と
して知能指数であった。それは通級判定にも関わる
重要な情報であり、その範囲の知能指数についての
知識は現在も普及している。一方で、現在の特別支
援教育において知能検査の結果は学校現場での環境
調整と問題行動への対応を考えるための材料であ
る。すなわち下位項目を理解し、それをどう役立
てていくかを読み取る技量が求められている。山
内（2012）は現場の教員と保護者に知能検査の結果

を伝えるための要諦をまとめているが、長期的には
心理職側の努力だけでなく、知能検査の結果が独り
歩きしないためにも、教員養成課程のカリキュラム
に知能検査に関する知識を組み込む必要があるだろ
う。
　介助員の派遣については、そのニーズが特に多動
傾向への対処と（危険性の高い）パニック対応に向
けられていた。多動型や衝動型への介助員配置を求
める声は特別支援教育が始まって以来、常に主張さ
れてきた（斎藤他、2008）。吉田（2011）が指摘す
るように学校支援ボランティアを活用するなど、制
度的に介助員を保証する時期に来ているのではない
か。
　巡回相談の強化は昨今のスクールカウンセラーの
大幅増加措置により、特に都市部では解消される傾
向にあるだろう。しかし斎藤他（2008）が指摘した
ように、教員はスクールカウンセラーや巡回相談員
により密接なコラボレーションを求めている。数の
問題ではなく、どういう巡回相談制度を作るかとい
う制度設計に関する開かれた議論が求められる。

５－５．危険度の高いパニック対応
　本研究の結果から、学校内において生命の危険が
ある自傷他害行動ないしはパニック行動が生じてい
ることが示された。
　「隣の席の子どもとケンカになり、つかみあいに
なったところで介入したが、興奮して暴れるので、
床に寝かせて上に乗ったけれども、抵抗して頭を打
ち付けるので、それを抑えるために二人体制で頭と
体を押さえつけた。あの時はやむを得ないと思った
が、胸の上に思い切り乗ってしまった自分の感覚を
はっきりと覚える」（通常学級：小学校教員）
　「校外学習の最中、交通量のある道端で寝そべっ
てしまい、動かなくなってしまった。向こうから
オートバイが走ってきて、幸い、急ブレーキで止
まってくれたけど、そうでなければ轢かれていた。
あの時は自分もパニックになってしまった。今も
どうすれば良かったのかわからない」（特別支援学
級：中学校教員）。
　「階段を上った時、凄い勢いで走ってきた男の子
とぶつかり、階段から転がり頭を縫う怪我をした。
彼はそのまま行ってしまったが、あの時体が固まっ
てしまい、どうすることもできなかった」（特別支
援学校：教員）。
　こうした危険な飛び出し行動やパニック行動に対
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してしばしば介助員の配置を求める主張がある。し
かし、介助員は危険性の高いパニック行動のコント
ロールができるだろうか。 
　斎藤他（2012）は実行機能の障害を仮定し「椅子
に座ったまま動かなくなり、立つことに非協力的な
女性」に痛みを与えず立たせることができるかを検
証したところ、ほぼ全員の実験協力者（現役教員）
が女性を立たせることができなかった事実を報告し
ている。介助員が配置されたとしても危険度の高低
に関わらず、パニック行動に対応できない可能性が
示唆される。
　特別支援教育においては校内委員会をつくり、個
別指導計画を作成し、PDCAサイクルに基づき具体
的な支援を有効なものにしていくことが一般的であ
る（e.g.，柘植、2005）。しかし、パニック自体はあ
らかじめ想定できず、その対応法がなければPDCA
が原理的に不全なものとならざるを得ない。
　本研究の結果ではそれほど頻度は高くないにせ
よ、通常学級内でも危険度の高いパニック行動は生
じていることが示された。臨床的妥当性の観点から
は、生命の危険がある事態については（頻度の問題
ではなく）対応策をつくり、教員間で共有化するべ
きである。しかし、現状、具体的な方法論がないた
めに、危険なパニックの可能性があれば発達障がい
を持つ子どもをその環境から取り出し、参加させな
いという方法だけが唯一の効果的対応法となってい
る。しかしそれが特別支援教育の理念に反している
ことは自明である。危険度の高いパニックに対応で
きる支援方法の開発と検証が望まれる。

※ 本研究は日本心理臨床学会第32会大会ポスター発
表に追試データを加え、新たに分析したものであ
る。協力して下さった関係機関、特に練馬区立総
合教育センターの皆様に感謝申しあげます。
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